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安
倍
政
権
は
、
従
来
の
政

府
解
釈
を
変
更
し
、
集
団
的

自
衛
権
行
使
の
容
認
に
踏
み

切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も
し

行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
本
来
は
憲
法
を

改
正
す
る
し
か
な
い
（
私
自

身
は
こ
の
よ
う
な
憲
法
改
正

に
は
反
対
の
立
場
で
あ
る

が
）。

　

実
際
に
、
自
民
党
は
２
０

１
２
年
４
月
に
発
表
し
た

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」

と
い
う
改
憲
案
で
、
国
防
軍

が
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
で

き
る
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
憲
法
改
正
は
時
間
が
か

か
る
し
、
ハ
ー
ド
ル
も
高

い
。
そ
こ
で
安
倍
政
権
は
立

法
改
憲
と
解
釈
改
憲
を
行
お

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

当
初
、
自
民
党
が
立
法
改

憲
で
考
え
て
い
た
の
が
「
国

家
安
全
保
障
基
本
法
」
の
制

定
に
よ
る
自
衛
隊
の
集
団
的

自
衛
権
行
使
全
面
解
禁
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
内

閣
法
制
局
の
調
整
や
国
会
審

議
に
か
な
り
の
時
間
を
要
す

る
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は
本

法
案
の
提
出
は
先
送
り
と

し
、
閣
議
決
定
に
よ
る
解
釈

改
憲
を
狙
っ
て
い
る
（
こ
の

後
に
自
衛
隊
法
な
ど
関
連
す

る
法
律
の
改
正
が
必
要
で
あ

る
が
）。

　

こ
の
閣
議
決
定
は
、「
安

全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構

築
に
関
す
る
懇
談
会
」（
安

保
法
制
懇
）
の
報
告
書
を
受

け
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
本
来
、
こ
の
よ
う
な
問

題
は
解
釈
変
更
で
は
な
く
、

憲
法
改
正
の
手
続
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
96
条

で
求
め
ら
れ
て
い
る
国
会
と

国
民
の
判
断
を
す
っ
飛
ば
す

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
議
会
制

民
主
主
義
と
国
民
主
権
を
否

定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
手
法
だ
け

で
な
く
、
内
容
に
も
大
き
な

問
題
が
あ
る
。「
必
要
最
小

限
度
の
自
衛
措
置
」
に
集
団

的
自
衛
権
を
含
む
と
し
、
自

衛
権
行
使
は
「
限
定
的
」
と

い
う
が
、
石
破
幹
事
長
は
自

衛
隊
が
地
球
の
裏
側
ま
で
行

く
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な

　

そ
も
そ
も
、
憲
法
の
三
大

基
本
原
理
の
一
つ
で
あ
る
平

和
主
義
を
な
ぜ
こ
ん
な
に
簡

単
に
変
更
で
き
る
の
か
。
憲

法
９
条
は
、
20
世
紀
の
戦
争

違
法
化
の
歴
史
の
最
先
端
を

い
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
か
つ
て
は
正
戦
論
・
無

差
別
戦
争
観
に
よ
っ
て
戦
争

に
規
制
が
な
か
っ
た
が
、
１

９
１
９
年
の
国
際
連
盟
規
約

に
よ
っ
て
侵
略
戦
争
の
制
限

を
試
み
、
１
９
２
８
年
の
不

戦
条
約
に
よ
っ
て
侵
略
戦
争

を
放
棄
し
、
１
９
４
５
年
の

国
連
憲
章
に
よ
っ
て
自
衛
戦

争
を
制
限
し
た
（
厳
密
に

は
、
武
力
行
使
の
限
定
的
容

認
）。
憲
法
９
条
を
素
直
に

解
釈
す
れ
ば
、
９
条
は
自
衛

戦
争
を
も
放
棄
し
た
と
解
釈

で
き
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の

多
く
の
国
が
限
定
的
に
武
力

行
使
の
で
き
る
「
普
通
の

国
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
は
国
連
憲
章
の
先
を
行

く
「
優
等
国
」
と
言
え
る
。

　

で
は
な
ぜ
安
倍
首
相
は
集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
に
固

執
す
る
の
か
。
こ
れ
は
日
本

が
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
て
一

緒
に
「
戦
争
す
る
国
」
に
な

る
だ
け
で
な
く
、「
不
平

等
」
な
日
米
安
保
条
約
下
の

日
米
関
係
を
対
等
な
も
の
に

変
え
、
さ
ら
に
は
対
米
自
立

も
志
向
し
て
い
る
か
ら
と
思

わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
歴
史
認

識
問
題
や
対
中
国
・
韓
国
関

係
な
ど
か
ら
も
オ
バ
マ
政
権

は
安
倍
政
権
を
警
戒
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
る
と
、
安
倍
首
相
が

さ
ら
に
調
子
に
乗
っ
て
暴
走

す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
安
倍

政
権
に
圧
力
を
か
け
、
政
権

運
営
が
危
う
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
他
力
本
願
で
あ
る
。

　

国
家
安
全
保
障
会
議
の
設

置
、
秘
密
保
護
法
の
制
定
、

国
家
安
全
保
障
戦
略
の
策

定
、
武
装
装
備
移
転
三
原
則

の
決
定
、
そ
し
て
集
団
的
自

衛
権
行
使
容
認
と
い
う
「
戦

争
す
る
国
」
に
突
き
進
む
安

倍
政
権
に
対
し
て
、
私
た
ち

が「
Ｎ
Ｏ
！
」の
声
を
上
げ
、

安
倍
政
権
に
は
退
い
て
も
ら

う
し
か
な
い
。
あ
ら
た
め
て

私
た
ち
は
憲
法
を
学
び
直

し
、
憲
法
理
念
の
実
現
を
目

指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
倍
政
権
の
集
団

的
自
衛
権
行
使
容

認
論
は
、
憲
法
９

条
の
独
自
性
を
失

わ
せ
、
日
本
を

「
普
通
の
国
」
に

レ
ベ
ル
ダ
ウ
ン
し

て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
国
会
・

国
民
の
議
論
を
抜

き
に
行
う
こ
と
は

到
底
許
さ
れ
な

い
。

日時　６月15日（日）午後３時～５時
会場　Ｍ＆Ｄホール
講師　村田光平氏（元スイス大使）
定員　100人　　会費　無料
※お申し込みは協会事務局まで
※ 同日午後２時からドキュメンタリー映画
「カノンだより」（鎌仲ひとみ監督）を
無料上映します

しみず・まさひこ　1966年、兵庫県生
まれ。明治大学大学院法学研究科博士
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2014年４月から現職。著書に『憲法を変
えて“戦争のボタン”を押しますか？』
（高文研）ほか。

い
。
こ
れ
で
は
憲
法
９
条
が

な
き
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。

清 

水 

雅 

彦
日
本
体
育
大
学
教
授

　

安
倍
晋
三
首
相
が
憲
法
解
釈
の
変
更
に
よ
る
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
容
認
を
狙
う
な
か
、
５
月
３
日
に
憲
法
施
行
67
周

年
を
迎
え
た
。
政
府
は
６
月
に
も
行
使
容
認
を
閣
議
決
定
す

る
と
し
て
お
り
、
解
釈
改
憲
を
め
ぐ
っ
て
重
大
な
局
面
を
迎

え
て
い
る
。
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
を
め
ぐ
る
動
き
を
ど
う

考
え
る
か
。
憲
法
学
者
の
清
水
雅
彦
氏
（
日
本
体
育
大
学
教

授
）
に
寄
稿
し
て
も
ら
っ
た
。

憲法記念日憲法記念日
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安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談
会（安保法制懇）＝２月４日、首相官邸　

９
条
を
な
き
も
の
に

９
条
を
な
き
も
の
に

日
本
は「
優
等
国
」

日
本
は「
優
等
国
」

憲
法
理
念
の
実
現
を

憲
法
理
念
の
実
現
を

集団的自衛権の行使容認で戦争に
巻き込まれる不安を…　　　　　

行使できる
ようにする

行使できない
立場維持

29％ 63％

集団的自衛権について

朝日新聞４月７日付　世論調査

変えない方
がよい

29％ 64％

変える方
がよい

憲法９条を…

反対賛成
自衛隊を国防軍にすることに…

25％ 68％

大いに
感じる
52％

ある程度
感じる
36％

あまり感じ
ない ８％

まったく感じない １％

憲
法
学
者
に
聞
く
〜
集
団
的
自
衛
権

憲
法
学
者
に
聞
く
〜
集
団
的
自
衛
権


